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今は、どうしても国民年金保険料が納められない・・・ 
そんなときはまずご相談ください！保険料の������があります。

　国民年金の保険料を納めることが困難なときは、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下または失業な
どにより納付することができない場合、申請して承認されると保険料の納付が免除される「免除制度」がありま
す。
　保険料の免除される額は「全額免除」「４分の３免除」「半額免除」「４分の１免除」と４つの区分がありま
す。

　どの免除に該当するかは前年所得により基準が定められおり、被保険者、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得
が免除の対象となる基準額を下回る場合に承認されます。
　また、失業した場合は本人の前年所得にかかわらず、申請して承認されると保険料が免除されます。（免除を申
請する日の年度または、その前年度に失業したかたが対象です。）
　老後の年金額を計算する際に、保険料の免除を受けていた期間は保険料を納めた期間と比べて、それぞれ減額さ
れて算入されます。
　　【参考：老齢基礎年金の計算式】

　　792,100円 ×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40年（加入可能年数）×12月　　　　　　　　　　　　　　

　ただし、減額された保険料を納めないままでいると、その期間は「未納期間」として扱われ、老齢基礎年金の受
給資格を得る期間には数えられず、老後の年金額にも反映されません。免除（一部納付）を認められたときは、必
ず保険料を納めましょう。
　また、免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納めること（追納）ができますので、満額の年金
に近づけるためにも是非ご利用ください。
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４分の３
納付月数×7/8＋半額納付月数

×6/8＋４分の１
納付月数×5/8＋全額免除

月数×4/8＋保険料
納付済月数
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　体力テストの結果からみると、体力は20歳前後にピークを迎え、そこからゆっくりと低下していきます。親の世
代のピーク時の体力を100とすると、今の子どもはかなり下の方でピークを迎えてしまい、その後、さらに低下を
しつつ老いていきます。
　超高齢化社会といわれながらも今の60代は元気いっ
ぱい。趣味に旅行にと人生を楽しんでいる人がいます。
　今の60代や親の世代が元気なのは、小さいときから
体をよく動かして体力をつけてきたからです。
　将来、子どもが元気な生活を送るためには、今の内か
ら十分に体を動かして、少しでも高い体力レベルに引
き上げておくことが大切です。
　(元気アップ親子セミナーブック｢TOUCH｣抜粋)
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